
 
 

第１回新たな時代の都市マネジメント小委員会 
 
 
（清水補佐） たいへん長らくお待たせいたしました。本日はお忙しいところお集まりい

ただきましてまことにありがとうございます。ただいまから、社会資本整備審議会、都市

計画・歴史的風土分科会、都市計画部会、第１回新たな時代の都市マネジメント小委員会

を開催させていただきます。 
 私は事務局を務めさせていただきます国土交通省都市局総務課の清水でございます。よ

ろしくお願いいたします。 
 まずはじめに、本小委員会の設置につきまして、ご報告申し上げます。資料の２をご覧

ください。本年２月２７日国土交通大臣より社会資本整備審議会に新たな時代の都市マネ

ジメントはいかにあるべきかという諮問がなされ、３月７日同諮問について社会資本整備

審議会運営規則第８条第１項に基づき、都市計画・歴史的風土分科会に託されました。 
 ３月１０日、同諮問について社会資本整備審議会運営規則第９条第２項に基づき、都市

計画部会に付託することについて、同分科会にて了承されました。同日、同諮問について、

社会資本整備審議会、都市計画・歴史的風土分科会運営規則第１条に基づき、都市計画部

会に新たな時代の都市マネジメント小委員会を設置し審議することについて、同分科会に

て了承されました。 
 同日、同小委員会に属する委員等の選任について、社会資本整備審議会、都市計画・歴

史的風土分科会運営規則第２条に基づき、都市計画・歴史的風土分科会長に一任すること

について、同分科会にて了承されました。 
 ６月２０日付けで同小委員会の委員長及び属する委員、臨時委員、専門委員を指名させ

ていただいております。それに伴いまして、委員の皆様方には、６月２０日付けで辞令が

発行されたところでございます。たいへん失礼ながら、お手元にお配りさせていただいて

おりますので、ご査収のほどよろしくお願いいたします。 
 また、委員長の指名につきましては、社会資本整備審議会、都市計画・歴史的風土分科

会運営規則第３条により、小委員会に委員長をおき、当該小委員会に属する委員等のうち

から、都市計画・歴史的風土分科会長が指名するとされております。この規定に基づき、

６月１０日付けで浅見委員が当小委員会の委員長に指名されておりますので、ご承知おき

願います。 
 本小委員会の設置についてのご説明は以上となります。 
 本日は、初めての小委員会でございますので、ここで石井都市局長から委員の皆様にご

挨拶申し上げます。 
（石井都市局長） おはようございます、石井でございます。本日は暑い中をお集まりい

1 
 



ただきましてありがとうございます。やっと実質的な議論に入るところまでこぎつけたと

いうところで、いかにも役所仕事ということでたいへん申し訳ございません。そうこうし

ている間に、浅見委員長、それから谷口先生には先般の都市再生特別措置法の一部改正の

参考人質疑では大変お世話になりました。 
 都市計画、半世紀にわたって日本のまちづくりをリードしてまいりました。基本的発想

は、戦後の経済成長の中で都市が成長する過程で線引きという形で、鉢巻きをして、その

鉢巻きを徐々に緩めながら公共施設を整備し、宅地を供給していくということが、都市計

画の使命でありました。すなわち、インフラ整備と宅地供給ということに力点を置いた制

度でございました。 
 １０年ぐらい前から、少子高齢化に向けて時代の流れが大きく変わってきました。そう

いう中でどうやってまちづくりしていったらいいのか、なかなかわからず来たわけですが、

その第一歩として、今般、「誘導」という考え方を都市計画の中に入れて、まちを「コンパ

クト化」をしていくということに向けての１つの新しい方向、浅見先生の方からは「一種

の二重線引き」という非常にわかりやすい表現を頂きました。１歩間違うとたいへん議論

を巻き起こすご指摘をいただきました。線引き「鉢巻き」の場合は、グリーンフィールド

「原野を拓いていく」のをコントロールするのでしたが、今度コンパクト化をしていくと

いう時は、都市がまさに動いていく中で、実際に住んでいる人を巻き込んでブラウンフィ

ールドの中を再整備をしていくという観点で、いわば前進あるのみということに比べると、

たいへん難しい複雑な仕事になっていくと思います。 
 それに加えまして、これからは、グローバル化という問題がありますし、首都直下型地

震、南海トラフということで、東日本大震災に端を発してもう１回、日本の地理的な条件

を踏まえて強靭な国づくり、レジリエントな都市と。特に巨大都市については、その都市

が崩壊をしますと日本の経済が崩壊をするということにもつながっていきます。 
 そういう中で今回の小委員会では、単純に言いますと、今回手を付けた「コンパクトな

まちづくり」、これを更にどう進化させていくか。それから、「レジリエントなまちづくり」

をどう進化していくか。そして「グローバルなまちづくり」をどうやっていくかというカ

タカナばかり並べて恐縮ですが、『コンパクト、レジリエント、グローバル』という３つが

キーワードになっていくと思います。 
 そこで共通することは何かというと、今度は横軸でとってみますと、単純に言うと今ま

では「整備」、「供給」というキーワードに、私どもの仕事、口の悪い人からはインフラ中

毒だというふうに言われるぐらいにやってまいりました。これからは、都市の「管理」、「経

営」、あるいは「再生」を意識をしていくと。そういう意味では、今日先生方にも、今まで

の都市計画の委員には余り顔なじみのない臨時委員の先生にも入っていただいてますが、

そういう意味で経営という視点を入れたいということで、この小委員会も、「都市マネジメ

ント小委員会」という名称で進めさせて頂きます。 
 この中でまずは、民が担う公のあり方としての「エリアマネジメント」、それからインフ
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ラ等が老朽化をしていきます。あるいはまちも老朽化をしていきます。そういう中で従来

の整備供給という手法にとらわれない、更新や用途転換、整理合理化という機能を含めて、

「機能という側面から都市を高めていくための方策」を考えていくということについてご

議論をいただきたいと思います。 
 今日平田室長が全体のまとめの説明をいたしますが、それ以外に本日は廣瀬課長と天河

課長と清水課長という、担当３課長からも直接説明をさせます。先生方の大所高所から大

きな議論を頂戴をしたいと思います。 
 多少脱線をいたしましたが、はじまりに当たりまして、本小委員会の意図を少し整理を

させていただきました。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 次に、ご出席いただきました委員の皆様をご紹介させていただきます。 
 浅見泰司委員長でございます。 
（浅見委員長） 浅見です。よろしくお願いします。 
（清水補佐） 足立基浩委員でございます。 
（足立委員） 足立です。どうぞよろしくお願いします。 
（清水補佐） 飯島淳子委員でございます。 
（飯島委員） 飯島でございます。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 池邊このみ委員でございます。 
（池邊委員） 池邊でございます。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 大橋洋一委員でございます。 
（大橋委員） よろしくお願いします。 
（清水補佐） 岸井隆幸委員でございます。 
（岸井委員） よろしくお願いします。 
（清水補佐） 小浦久子委員でございます。 
（小浦委員） 小浦です。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 清水千弘委員でございます。 
（清水委員） 清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 谷口守委員でございます。 
（谷口委員） 谷口でございます。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 辻琢也委員でございます。 
（辻委員） 辻です。よろしくお願いします。 
（清水補佐） 中井検裕委員でございます。 
（中井委員） 中井です。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 中川雅之委員でございます。 
（中川委員） 中川です。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 野田由美子委員でございます。 
（野田委員） 野田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（清水補佐） 樋口秀委員でございます。 
（樋口委員） 樋口です。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 水永政志委員でございます。 
（水永委員） 水永です。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） 保井美樹委員でございます。 
（保井委員） 保井でございます。よろしくお願いいたします。 
（清水補佐） なお、加藤委員、藤沢委員におかれましては、本日はご都合によりご欠席

でございます。 
 また、池邊委員、岸井委員、樋口委員におかれましては、所用により途中で退席される

予定でございます。 
 次に資料でございますが、お手元に一覧表とともに、資料１から５、参考資料をお配り

してございます。ご確認をいただきまして、過不足がございましたら申し出ていただきた

く存じます。過不足等はございませんでしょうか。 
 それでは引き続き議事に進みたいと思います。なお、ご発言をしていただく際には、目

の前にございますマイクのスイッチをオンにしていただき、ご発言終了後はスイッチをオ

フにしていただきますようお願い申し上げます。なお、本日たいへん暑くなっております

ので、委員の方もどうぞ上着の方を脱いでいただければと思います。 
 まず本小委員会における議事の運営につきまして、ご提案させていただきます。社会資

本整備審議会の小委員会の議事運営につきましては、社会資本整備審議会、都市計画・歴

史的風土分科会運営規則によるものといたしますが、これに定めがない事項については本

小委員会で決めていただく必要がございます。 
 僭越とは存じますが、事務局で案を作成させていただきました。 
 資料３の「新たな時代の都市マネジメント小委員会の議事運営について（案）」をご覧く

ださい。 
 記以下のとおり、定足数について、３分の１以上のご出席の場合とさせていただき、ま

たその他必要な事項があれば随時定めることとさせていただきたいと考えています。 
また、議事の公開については社会資本整備審議会、都市計画・歴史的風土分科会運営規

則第４条に基づき、社会資本整備審議会運営規則第７条の規定において、会長を委員長、

審議会を小委員会と読み替えて準用させていただき、議事録については、内容について委

員の皆様の確認を得た後、発言者氏名を除いて国土交通省ホームページにおいて公開する

こととします。ご質問、ご意見はございませんでしょうか。特段ご意見がなければ議事運

営についてご承認いただけますでしょうか。 
 それではご異議がないようでございますので、本小委員会の運営につきましては、案の

とおり取り扱ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 
 なお、本日ご出席いただきました委員及び臨時委員は１０名中９名でございまして、た

だいまご承認いただきました議事運営の１に定めます定足数を満たしておりますことをご
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報告申し上げます。 
 ここで、委員長に一言ご挨拶を賜りたいと存じます。委員長よろしくお願いいたします。 
（委員長） どうぞよろしくお願いします。今回のこの小委員会は都市マネジメントとい

うことなんですけれども、今まで都市計画、どちらかというとフィジカルな環境を一生懸

命考えてきたと思うんですが、今後やはりかなりソフトの部分を含めた都市の運営の仕方、

しかもその都市の運営というのは、都市全体だけではなくて地区ごともあると思うんです

が、そういったことは非常に重要になってきているということで、そのための策をいろい

ろとこう考えていきたいというふうに伺っております。 
 皆様の忌憚のないご意見、あるいは討論を通して実り多いものにしたいと思います。担

当の方々、非常に責任を持っていただけるということですので、そういう意味では皆様の

ご意見は非常に重いものとして受け取っていただけると思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 
（清水補佐） ありがとうございました。これより先はカメラの撮影をご遠慮いただきま

すので、ご協力をお願いいたします。 
 それではこれからの進行は委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
（委員長） それでは審議に入りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日は

第１回目ということで、まずは事務局から小委員会における検討事項についてご説明いた

だいて、その後委員の皆様からご意見ご質問をお願いしたいと思います。 
 それでは事務局からご説明お願いいたします。 
（調整室長） 都市局総務課調整室長の平田でございます。 
 では、まず私の方から、総括的な部分につきましてご説明を申し上げたいと思います。 
 今回議題になっておりますもののうち、各論につきましては関係課長の方よりご説明を

いたしますが、都市政策のこれまでの経緯等を踏まえて、主に議論すべき部分についての

枠組み等々についてご説明申し上げたいと思います。 
 資料は、４－１という資料と４－２を持ちながらご説明をしたいと思います。まず資料

４－２のパワーポイントをご覧になっていただきたいと思います。１枚めくっていただき

まして、基本的な問題意識等ということで、今回の小委員会でご議論をいただきたいこと

に関しまして、私どもの方の問題意識を簡単にご説明したいと思います。 
 まず３ページで、これからの施策展開のイメージということで、資料がございます。こ

れまでの都市政策のやってきたこと、あるいはこれからのやっていくべき方向につきまし

て、今回ちょっと議論用ということで、細かいことを言い出すとちょっと、いろいろこう

正確に言うとどうなのかということはありますけれども、いくつかの視点について、これ

までとこれからというものを、あえて際立たせて、対比をさせてみて、それで問題意識に

ついてのご理解をいただければなということでございます。 
 実際はここに書いてありますもののうち、連続的で、前後である瞬間どちらかに切り替

わるというわけではないんですけれども、どちらの要素もありますけれども、重点を置い
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て考えるべき点ということでご理解をいただければと思います。 
 まずいくつか観点を書きましたが、まちづくりの主体ということに関して言うと、これ

までは行政による基幹的なインフラ整備と土地利用の規制ということ。あるいは民間のプ

ロジェクト単位での都市開発とか、まちづくり活動が行われていたということかと思いま

すが、これからの方向性としては官民連携のさらなる推進、民間の担う役割の拡大という

ことで、こういったところがキーワード的に言うとエリアマネジメントの拡大ということ

になろうかと思います。 
 それから施設・インフラという感じで申し上げますと、これまでは整備を重視してきま

したけれども、現在相当の整備水準になり、一方で老朽化に直面をしているということで

ございます。なお、この資料の中でいくつか「施設・インフラ」という言い方をしてござ

います。従来余りこういう言い方はしてないかと思いますけれども、いわゆる都市計画法

の都市施設に限らず、インフラ系の施設、あるいはいろんな公共施設等の、建築物系の施

設も含めてまちを形作っている施設・インフラっていうものを総称する意味でこういうワ

ーディングにしているということでございます。 
 この施設・インフラということについて、これからの方向性でございますが、当然これ

までの整理と違うニーズもありますので、新たなニーズに対応した新たな施設・インフラ

の整備ということもあろうかと思いますが、機能をいかに発揮するかということと、いか

にサービスを提供するかということでございまして、機能とかサービスといったようなと

ころが今後の施設・インフラを考える上でのキーワードになってこようかと思っておりま

す。 
 その際の管理運営とか更新、あるいは用途の多様化とか複合化、統廃合といったような

ことも、これからは出てくるというふうに考えております。 
 都市構造・土地利用の方に目を転じていただきますと、これまでは人口膨張に対応して

市街地を拡大する中で、開発圧力に対応するための土地利用規制ということでございまし

たけれども、先ほどの話にもありましたとおり、人口減少等に対応してコンパクトな都市

構造にしていくと。その際には、土地利用の規制から都市機能の誘導へといったようなこ

とで進めていくということかと考えております。 
 市街地整備につきましては、市街地において施設とかインフラを整えていく有力な手段

であるわけでありますが、これまでは公共施設の整備を主眼において進めて、また郊外に

おいては宅地供給のためにやってきた側面がございますけれども、これからということに

関して言いますと、既存ストックも活用しながら都市機能の向上を図るための「再再開発」

といったようなこと、あるいは公共施設の整備というよりもむしろ民間の投資を呼び込む

ための市街地整備といったような方向性かと考えております。 
 資金につきましては、特に行政からの資金については税や公債を財源とする補助を中心

に、民間事業者に対する融資、税制等の支援も行ってきましたけれども、今後財政資金の

制約がある中で、新たな資金調達手法の活用と資金の出し手の拡大といったようなことが
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課題になってこようかと思います。 
 また、都市政策において用いる技術につきましては、これまでは土木・建築を中心とし

た技術による施設整備ということだったと思いますが、これからＩＣＴ等の新たなテクノ

ロジーも活用しながらいかに機能を高めていくかということかと思います。 
 また施策の評価については、公共施設の整備水準による評価ということで、下水道普及

率とかそういった指標でこれまで評価がされてきた傾向がございますが、グローバルな視

点も含めて都市の実力をどう評価していくのか、あるいはベンチマークをどう設定してく

のかといったようなことがこれからの課題かと思っておりまして、対比をするとこういう

ことかと思っております。 
 次のページをお開き願います。これまでの都市政策について、これも非常にざくっとし

た見方ですけれども、振り返ってみますと、都市政策の手法というのが、昭和４３年に都

市計画法ができて、いろんな事業所等もできておりますけれども、土地利用規制、都市施

設の整備、それから市街地整備事業といったようなものを中心にこれまで進めてきており

ますが、そういった人口増加への対応の時代から都市の質を高めるというような時代にな

ってきて、例えば民間都市開発の支援というのが１９８７年に民都法ができ、また２００

４年の都市再生特別措置法ができて、まちづくり交付金などで、道路とか下水道だけじゃ

なくて公共公益施設も含めた包括的な支援を行うようになってきたということで、手法も

進化を遂げているというところでございます。 
 今般成立しました都市再生法によりまして、都市機能、居住機能の誘導ということで、

人口減少への対応に合った形での政治政策の手法というものを導入しているというような

ところでございます。 
 こういったところを踏まえて、先ほどの局長からの話にもありましたとおり、目指すべ

き都市像ということで５ページでございますが、横文字であえて言うと、コンパクト、レ

ジリエント、グローバルというようなところがキーワードになってこようかと思いますが、

今回のご議論でお願いをしたい部分は、まさにこのキーワードで書いてあるようなところ

の都市像を目指していく上でいかにアプローチをしていくかというところの、アプローチ

の部分についてのご議論をお願いしたいと考えておりまして、まさにこのアプローチの仕

方のところを総称して都市マネジメントと今回呼んでおります。 
 その際に３つ要素があると考えております。１つは主体からのアプローチということで、

まちづくりに果たす民間主体の役割と官民連携を拡大できないかという問題意識で、主に

エリアマネジメントの話を。それから施設・インフラからのアプローチということで、目

指す都市像に対応して求められる都市機能を、施設とかインフラが最大限発揮するにはど

うすればいいかということで、施設・インフラの機能発揮というところの手法についての

議論でございまして、公共施設だけでなく民間施設も含めて考える、あるいは整備だけで

なく、管理・運営・更新・統廃合に至る長い時間軸で考える。新たなテクノロジーの活用

などを考えるといったようなことかと思います。 
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 また手法からのアプローチということで、例えば市街地整備などについてよりよい手法

を考えられないかということで、こういったアプローチの仕方についての議論をお願いで

きればということでございます。 
 続きまして、７ページをお開き願います。都市マネジメントというものを考える時に、

実際には都市マネジメントという言葉から受けるいろいろな言葉の広がりの印象はかなり

広いものがございます。 
 今回諮問をするに当たりまして、ちょっと資料の番号が遡って恐縮です。資料の２をご

覧になっていただきますと、資料の２で先ほどの諮問の経緯についてのご説明をいたしま

したけれども、資料２の３枚目をご覧になっていただきますと、国土交通大臣から社会資

本整備審議会に諮問をした際の文章がございます。そこに諮問事項と諮問の趣旨とあるわ

けでございますが、「新たな時代の都市マネジメントはいかにあるべきか」という諮問に対

しまして、先ほど申し上げたような民が担う公のあり方等々のご議論をお願いしたいと思

っていますが、ここの４つめの段落をご覧になっていただきますと、単に従来から進めて

きた施設や市街地の整備にとどまらず、都市空間の整備、管理運営の最適化により都市機

能を高めていく営みを都市マネジメントと、今回の諮問ではこういう定義をしておりまし

て、都市空間の整備、管理運営の最適化により都市の機能を高めていく営みということで

ございます。 
 そういったことでご議論をお願いしたいと思っておりますが。それを都市全体の、もう

ちょっと広い意味での都市マネジメントも含めて考えるとどうかっていうところが７ペー

ジでございまして、恐らく広い意味で都市マネジメントを考えると、財政運営とか、ある

いは都市の行政体制の整備といったような広がりを持つ部分があろうかと思います。 
 一方で、いわゆる都市行政としてやってきている部分というのがどの部分かと言うと、

このパズルのピースのようなものが固まってある部分が、いわゆる都市行政の主な対象だ

と思っておりますけれども、広義の都市マネジメントの中で、特に都市行政としていろい

ろな施策を打っているもののうち、ここに書いてある都市機能の配置とか土地利用規制と

か都市防災とか、いろいろな要素があるわけでありますけれども、特に民間主体によるま

ちづくり活動の推進ということ、それから都市の施設・インフラの管理運営ということ、

それから都市の評価ということにつきまして、今回の議論の対象とする都市マネジメント

ということでのご議論をお願いしたいということでございます。 
 この中で、先ほどから触れております都市機能のことに関して申し上げますと、都市機

能の配置というところで、割と大きいピースが青い部分でございますけれども、この部分

につきましては、今回の都市再生法の改正におきまして、かなりの部分の制度的な手当を

しているところでございます。 
 資料の８ページをご覧になっていただきますと、都市再生特別措置法等の一部を改正す

る法律の概要ということで、３月の都市計画部会でもご報告いたしましたけれども、この

法律が国会審議を経まして先月１４日に成立をしまして、２１日に公布をされているとい
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うところでございます。 
 この法律は、地方都市での高齢化が進む中での低密度化の進行、あるいは大都市での高

齢者の急増といったことを踏まえて、立地適正化計画というものを作っていただいて、多

極ネットワーク型コンパクトシティを目指していくということで、都市機能を誘導する区

域と居住を誘導する区域を決めて、そこでのさまざまな誘導策を講じていくと。それとセ

ットで公共交通の充実の策も図っていくというものでございます。 
 この法律につきましては、法律上公布から３か月以内に施行するとされておりまして、

現在８月上旬の施行に向けて、都市再生基本方針の改正、都市計画運営指針の改正等につ

いて作業を進めているというところでございます。本日お付けしております資料で言いま

すと、資料の５というものに、都市再生基本方針の改正案に盛り込む事項についてという

資料がございますけれども、この資料５に綴じてあるような都市計画運用指針あるいは関

係する政省令といったものについて、現在準備をしているというところでございます。 
 このうち、都市再生基本方針に盛り込むべき内容の案、それから都市計画運用指針につ

いての改正案につきましては、資料の５の１枚目と２枚目でございますけれども、今回の

法律改正で新たに導入されます立地適正化計画を作成するに当たっての留意事項等を盛り

込んでいるということでございます。これらにつきましては、都市計画に関する技術的な

ものとなっておりまして、別途専門の検討会を設けまして、浅見委員長、中井委員、谷口

委員、大橋委員にお時間をいただき、別途ご議論をいただくということを予定しておりま

すのでご報告をいたします。 
 また、あわせて非常に技術的な内容となりますけれども、法律の施行に必要なものとし

て、資料５の３枚目のとおり、政令の改正についても準備を進めているということでご報

告をいたします。 
 改めまして、パワーポイントに戻っていただきまして９ページでございますけれども。

都市マネジメントの捉え方を多少分解して考えると、いくつかあると思うんですが、ソフ

ト面のマネジメントということと、いろいろな施設の区分に応じたハード面のマネジメン

トとあります。これを現状ではエリアマネジメントという形で、特にソフト面のマネジメ

ントで地域の清掃活動等をやったり、あるいは民間施設のマネジメントをやっているとい

う面がございますけれども、これをいかに拡充して体制の強化ができないかということで、

このオレンジの矢印をより太く広くということで黄色いような、拡大するようなイメージ

で議論ができないかというのが１点。 
 それから都市の施設・インフラということについて言いますと、これまでは民間施設、

公共的な空間あるいは公共施設について、それぞれに整備を、主眼をおいて進めてきたわ

けでございますが、こういったものが機能を長期にわたって最大限発揮できるように、イ

ンフラの管理運営、統廃合等を改善できないかということ。 
 それから市街地整備につきましては、公共施設の整備を実施する手法としてこれまでや

ってまいりましたけれども、民間施設も含めた都市機能向上のための手法として活用でき

9 
 



ないかということで、こういう問題意識でおります。 
 今までのご説明でもおわかりのとおり、エリアマネジメントとかあるいは都市の施設・

インフラに関する議論というのは、物事を一方、表から見たり裏から見たりということで、

非常に一体的に議論していく、光の当て方によって主体で見たり、あるいは施設・インフ

ラで見たりということなんですが、事実上、実際にはかなり同じようなことを、観点を変

えて議論していくというようなことになろうかと思っております。 
 そのため、資料の１０ページでございますが、小委員会の検討の進め方としましては、

民が担う公のあり方という部分と、都市機能の更新の新たなあり方ということで、施設と

かインフラの部分について一体的な議論をしていきながら、来年の然るべきタイミングを

目標に第１次とりまとめということに向けてのご議論をお願いしたいと考えておりまして、

その後に若干議論の内容が違ってきますので、都市の現状とか政策の評価の話について、

続いてご審議をお願いしたいと考えております。 
 一方で、実は都市局の方で個別に抱えております地下街とか駐車場の安全対策の話です

とか、あるいはエネルギー利用の効率化とか、都市開発の海外展開といったようないろい

ろな個別の検討課題もありますが、それを別途検討しておりまして、１１ページにありま

すようないくつかの検討の体制を設けまして議論しておりますが、こういったものの議論

の結果につきましても、検討の熟度に応じまして小委員会の検討に反映をさせていきたい

と考えております。 
 こういった形でのご議論をお願いしたいと考えているところでございます。 
 続きまして、各個別の主要分野につきまして、担当課の方からご説明をいたします。 
（まちづくり推進課長） まちづくり推進課長の天河でございます。私はエリアマネジメ

ントを担当しておりますので、私の方から説明をさせていただきます。 
 １３ページでございますが、まずエリアマネジメントって何だろうということでござい

ます。カタカナで書いてありますんでなかなかわかりにくいと。恐らく世の中の人はそん

な知らないんじゃないかなと。今日お集まりの先生方は皆さんご存じかと思いますけど。

例えば街を歩いてる人に聞いて、エリアマネジメントって知ってるって言っても多分余り

ご存じないのかなということがありますので、まず大体どういったことかということでご

ざいますが。 
 一番下にだいだい色で書いてありますけど、価値ある地域の形成・活性化ということが

書いてあります。要するに地域の価値を高める取り組みというふうに一言で言えばいいの

かなというふうに思っています。 
 その上にでっかい箱がありまして、町内会とか自治会、あるいはまちづくり組織、ＮＰ

Ｏ法人、商店街振興組合とか書いてありますが、これを大体エリアマネジメント推進組織

というふうにしてますけれども、大体基本的には民間の組織が中心となってやる取り組み

ということでお考えをいただければいいのかと思います。 
 右側に行政とありますが、行政は結構小さく控えめに書いてあります。行政はやっぱり、
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どうしても平等性とか平均性といったものに縛られるということがあります。一方でエリ

アマネジメントということは、さっきありましたように地域の価値を高めるということで、

地域の個性等を高めていくと、そういった取り組みでありますので、なかなか平等性とか

平均性といったのと、若干難しい部分があります。 
 そうは言っても、市町村を中心とした行政は、恐らくかなり包括的な意味でこういった

主体を取りこむといった力がありますので、こういった民間と行政が協働しながら一緒に

やっていくといったことで考えていくのがいいのかなということで、考えております。 
 次のページ行っていただきますと、じゃエリアマネジメントって何をするんだろうとい

うことでございますが、これいずれも６年ほど前に、国交省の土地・水資源局でマニュア

ルを作ったものを基にして書いているんですけれども、片括弧ⅰからⅳまでございますが、

ⅰ）で、エリア全体の環境に関する活動ということで、例えば将来像とかプランを作る、

あるいはそれより一歩進んで、街並みの規制・誘導をする。それからⅱ）で、共有物とか

公物を一緒に管理をする。それからⅲ）で、防犯性を高める、快適性を高める、あるいは

地域の経済の活性化を図る、空家・空地の活用を図る、ⅳ）で生活のルールづくり、ある

いはコミュニティ形成といった完全にソフトの話。こういったものがエリアマネジメント

の要素ということで考えていけばいいのかなというふうに思っています。 
 １５ページでございますが、エリアマネジメントへの支援制度というふうに書いてあり

ますけど、いっぱい制度がございます。これ大体できたのが、平成の１５～１６年以降に

できております。大体１０年ぐらい前に、エリアマネジメントの小林重敬先生の本が出た

のを皆様ご承知かと思いますけれども、私もその時にエリアマネジメントという言葉を初

めて知りましたが、それ以降恐らく国交省都市局でもこういった取り組みに注目しまして、

こういったものを支援していこうということでいっぱい制度を作ってまいりました。 
 ①がまず活動団体の指定ということで、まずは活動団体にお墨付きを与える制度、それ

から活動の円滑化のための制度ということで、都市利便増進協定とか道路占用許可の特例、

③で財政的な支援、④で人材育成といろいろありますが、これにつきまして、次ページ以

降で簡単にご説明差し上げたいというふうに思います。 
 １枚めくっていただきますと、都市再生整備推進法人の概要というのがあります。これ

平成１９年に作った制度でございますけれども、黄色いところ見ていただきますとメリッ

トとありますが、一番上にまちづくりの担い手として公的位置付けを付与とあります。こ

れがやっぱり一番大きいんだろうと思います。 
 市町村が、これ実際都市再生特別措置法に基づきまして法人を指定しまして、その指定

された法人が都市再生整備推進法人となるわけですが、いわば市町村のまちづくりのパー

トナーとなるような法人を指定するという形になっております。実施する事業のイメージ

と左側にありますけれども、オープンカフェとか自転車共同利用といったことがあります

けれども、こういったことをしっかりやってくれる法人を市町村が指定して、市町村が一

緒にまちづくりをやっていきたいという法人を指定する制度になっています。 
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 １７ページでその一覧ということで書かれておりますけれども、１４社今指定をしてお

ります。指定日のところを見ていただきますと、大体平成２４年から２５年、２６年とい

うことで極めて最近の指定が多いです。これ制度自体１９年からできてますけど、ここ２

～３年でかなり増えてまして、今も準備中だという法人があるというふうに聞いています。

したがって最近非常に取り組みが盛んになってきていると。 
 第１号は札幌なんですけれども、それ以降大都市というだけではなくて、地方都市にお

いても結構指定をされているという状況にございます。 
 次のページに行っていただきますと、今回ちょっと拡充をしまして、元々都市再生整備

推進法人という非常に硬い名前なんですけれども、元々、従来ありましたまちづくり交付

金のための計画が、都市再生整備計画といったものですから、それに随伴するような形で

最初作ったものですから、都市再生整備推進法人となってますけれども、先ほど話があり

ましたコンパクトシティの法案が今回通りましたので、そういった仕事もあわせてやると

いうことで、今回都市再生推進法人という形に改称するとともに、コンパクトシティ関係

の業務をやれるように業務を追加しております。 
 １９ページをご覧いただきますと、都市利便増進協定、これ平成２３年から作ってます

けれども、左の下の方にありますが、例えば広場とか駐輪場とか緑地、ベンチといった根

幹的な施設ではないんですけども、ちょっとあると便利かなと、まちにいる人がみんな誰

もが使えるような施設ですね、そういったものにつきまして協定を結んでしっかり管理を

していこうと。結んだ協定に対して市町村が認定をして、お墨付きを与えてしっかり管理

をしていこうというような中身になっています。 
 右側の方にありますけど、協定締結者は地域住民とか、都市再生整備推進法人といった

方々に協定を結んでいただいて、こうしたちょっとした施設をしっかり管理してまちをよ

りよくしていこうといった制度になっております。 
 次のページに行っていただきますと、今度は道路占用許可の特例というのがございます。

すいません、一番下の方に小さい字で米印が書いてありますけれども、ずっと下の方見て

いただきますと、占用許可基準の１つ。道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない占

用であることと書いてありますが、道路を占用する際には、ここじゃないと道路の上じゃ

ないと置けないという、その場合じゃないと占用許可は下りないというのがあるわけです

けれども、これはそういった要件を、適用を除外するという制度でございます。 
 ですからオープンカフェとか、広告板という事例が載っていますが、これは別に道路の

上じゃなくても本来どこでも置けるわけなんですけれども、道路の上に置きたいといった

場合に、普通であればこれはほかに置けるからだめですよと言われるものなんですけれど

も、この制度を使いますと道路の上にも置けるようになると。これによってまちの賑わい

を図っていくといった制度になります。 
 ただし、占用許可基準の特例というふうに書いてありますけど、占用許可を受けた者は、

しっかり道路を清掃するなり植栽の管理などをしてくださいと。オープンカフェとか広告
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板を置ける代わりにしっかり清掃等をすると、そういった仕組みになっております。 
 それで今申し上げました２つの都市利便増進協定と道路占用許可の特例という事例が２

１ページに挙がっておりますけれども。札幌の大通地区の事例でございます。社会実験を

経て、オープンカフェを恒久設置したわけですけれども、都市利便増進協定としては、北

海道開発局、これは国道ですので北海道開発局と札幌大通まちづくり会社が協定を結んで、

オープンカフェとか広告板とかベンチを置くと。下の方に道路占用許可の特例があります

が、そのオープンカフェとか広告板を置く際に、今申し上げた道路占用許可の特例を使っ

て置けるということで、非常にまちの賑わいに資するような取り組みを、こういった制度

を使ってやっていらっしゃるという事例でございます。 
 次のページに行っていただきますと、じゃどれくらい実例があるんだろうなということ

でございますが、そんなにたくさんはあるわけではありません。都市利便増進協定は３つ、

富山、川越、それから今見ていただきました札幌、それから道路占用許可についてはもう

ちょっとありまして、新宿、大阪、札幌、高崎、岡山、それから鳥取といったところで、

いずれにしましてもオープンカフェでありますとか自転車の置場ですよね、レンタル自転

車の置場、そういったものを置くのに使っていらっしゃるという形が多いかと思います。 
 それから２３ページは若干変わってるんですけれども、都市計画の提案制度、これは平

成１４年から都市計画法の中に入れておりますけれども、元々都市計画というのは非常に

権力的な行政であったかと思いますけれども、それがこの平成１４年、この頃になるとか

なり変わりまして、一定の要件を満たせば提案ができるといった仕組みも入っております。

これによってまちづくりに、市民の方々に参加していただくという仕組みも入ってきてお

ります。 
 それから次のページをめくっていただきますと、都市安全確保促進事業ということで、

エリアマネジメントのいろんな要素があるとは思いますが、１つ安全の確保というのがあ

ると思います。 
 元々エリアマネジメントというのは、私が聞くところによりますと、アメリカとかでＢ

ＩＤといった仕組みがあると。ＢＩＤというのは恐らく荒廃した市街地を安全にする、き

れいにするといった民間の取り組みだったというふうに伺っておりますが、日本のまちに

つきましてはそれほど荒廃もしませんし危なくもないんですけれども、ある意味、災害、

特に地震ですね、地震に対しては非常に、こないだの東日本大震災でもかなり帰宅困難者

の方が東京の主要駅にとどまったということもありますので、そういったところを何とか

できないかということで、これは平成２４年に作った制度でございます。 
 都市再生緊急整備地域とか主要駅、大体乗降客数が３０万のような非常に大きな駅、あ

るいは市街地が非常に詰まっているところ、そういったところにおきまして、都市再生緊

急整備協議会とか帰宅困難者対策協議会といった協議会が計画を作って、それに基づいて

いろいろなソフト対策、ハード対策をやっていくと。これに対して国が支援をするという

制度になっております。 
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 その策定状況が２５ページに載ってますけど、まだ余り多くはありません。これについ

てはもっと増やしていかないといけないというふうに各方面からご示唆をいただいておる

ところでございます。 
 もう１枚めくっていただきますとシティセールスでございます。今申し上げた防災性の

確保とともに、特に先ほど局長から話もありましたけど、国際性を高めていくといった取

り組みが特に東京とか大阪といった大都市では必要になると思います。こういった、今ま

でハード面での支援はいろいろやってきましたけれども、今回はソフト面からの支援もや

りたいということで、今年度から始めた事業であります。 
 特にその赤い、一番下の右側の下のシティセールスと書いてありますけど、例えば国内

外でプレゼンテーションするとか、国際会議にあわせて何かのイベントをするといった、

極めてソフト的なことについても国交省都市局から支援をするといった仕組みを設けてお

ります。これもエリアマネジメントの大きな要素になるかというふうに思っております。 
 それから２７ページでございますが、住民参加型まちづくりファンドということで、平

成１７年からやってますけど、まちづくりファンドというのが真ん中にありますけれども、

基本的に例えば何とかまちづくり公益信託といったようないろいろな人から寄付を募った

り、そこに市町村が補助をしたりして、細かい小さな、右側にありますまちづくり事業で

ありますけど、建築物の整備とかシンボル施設の整備といった、非常に細かいまちづくり

活動がありますが、そういったものを支援する制度が今は市町村さん等でお持ちですけれ

ども、それに対して国が民都機構を通じまして資金拠出をして支援するといった仕組みを

平成１７年から作ってます。 
 事例としまして右側に上越市の事例が載ってますけれども、結構これも使われてまして、

ここ１０年ほどで支援件数１１０件、支援総額３３億ということでそれなりに使われてい

る制度になってございます。 
 それから次のページに行っていただきますと、民間まちづくり活動促進事業ということ

で、これも当課の事業でありますけども、普及啓発事業と社会実験・実証事業ということ

で、いろいろな民間のまちづくり活動をソフト面から支援していこうという事業になって

おります。 
 ということで今、縷々どんな事業、どんな制度があるかご説明申し上げましたが、じゃ

実際の事例ってどういうのがあるのかなということでございます。 
 ２９ページを見ていただきますと、５つ事例挙げてますが、これは３月から５月にかけ

まして、私どもの方でいろいろなエリアマネジメント団体の方からヒアリングをさせてい

ただきまして、それをこう私どもの方で勝手にまとめさせていただいたものでございます。 
 １から５まで類型がございますけど、まず１番として大丸有地区におけるエリアマネジ

メント活動ということで、大丸有ということで大手町、丸の内、有楽町で、三菱地所さん

が中心となってやっていらっしゃいますけれども、要は大都市の中心部において大手デベ

のようなところがやっているところですね。 
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 それから２番目の札幌大通まちづくり株式会社、これを特出しさせていただいてますけ

ど、これは要するに会社形式をとることによって収益を上げて、その収益を更にまちづく

りに突っ込もうという形でやっていらっしゃる。そういう意味では余り配当等は考えてな

いというふうにおっしゃってましたけど、そういった会社です。 
 それからまちづくりとやまとありますが、これは地方の中核都市において市町村とかな

り連携を密にしてやっているところですね。 
 それから４番の株式会社北九州家守舎ということで、これは後で出てきますけども、リ

ノベーションをしっかりやって、今までまちづくりって言いますと、まずハードから入っ

て物を作ってそれで誰かを入れてっていうことでやってましたけども、どうしても過剰投

資になるとあとが回らないっていうことで、新しい投資ではなくて、まずリノベーション

で空いているスペースを改修して、そこに新しい業者を入れてどのぐらい家賃を取れるか

逆算をしてやっていくようなやり方です。 
 それから最後トリトンスクエアは、エネルギーの一体的、効率的な管理を実施するよう

な形で、概ね５つの類型でまとめさせていただいております。 
 なかなか時間が迫っておりますので簡単に申し上げさせていただきますけれども。大丸

有地区は、非常に日本で一番大きなエリアマネジメントの活動団体じゃないかと思います

けれども、いろんなパターンに応じまして４つぐらい、協議会なり協会を作ってやってい

らっしゃる事例でございます。 
 それから札幌大通は今申し上げましたように、しっかり稼いで、その利益をすべてまち

づくりにもう一度還元していくという形でやっていらっしゃる事例でございます。 
 それから１枚めくっていただきますと、まちづくりとやまがありますが、これは先ほど

申し上げましたように、富山市でグランドプラザという広場を、全天候型のグランドプラ

ザという広場を設置されましたが、その指定管理者になるとともに、いろいろな、中心市

街地の活性化的な仕事を富山市さんと一緒になってやってらっしゃる事例でございます。 
 それから株式会社北九州家守舎につきましては、今申し上げましたが、リノベーション

という形で、空きビルについて、例えばここを改修してどんな事業を入れたらどれぐらい

家賃が取れるだろう、どれぐらいお客さんが来るだろうということを逆算して、だったら

これぐらい改修費を押さえてやろうということで取り組んでいらっしゃる。北九州さんに

聞きますと、これによって新しい雇用がかなり生まれたと。若い人が例えば製造直販、例

えば革細工をやってそこで売るような場合とか、あとレストランとかカフェとか、あるい

はインキュベーション的なオフィス、そういったものをこういった改修をすることによっ

て入れまして、大体２００人ぐらいの新しい雇用が生まれたというふうに聞いてますけれ

ども。そういった形でやっていらっしゃる事例でございます。 
 それから１枚めくっていただきますと、最後の晴海トリトンスクエアで、これはいわゆ

るエネルギーの一体管理、それで継続的にエネルギーを削減するといった取り組みをされ

ている事例でございます。 
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 それでいろいろと見てまいりましたけれども、じゃ課題って何だろうということで３５

ページに書いてございますが。まず共通する課題として認知不足というのがあろうかと思

います。冒頭申し上げましたが、余りエリアマネジメントという言葉は多分知られていな

いと思います。したがってこうした取り組みを、結構いい取り組みをしてるんだけども、

世の中の人には余り知られていないというところがあるかなと思います。 
 それから財源不足ということで、自主財源も限られていると。広告を出しても特別活動

経費を賄うほどの広告料は取れないというふうに聞いてますが、そのため事業費の一部を

行政からの補助金に依存しているといったところも多い。 
 それから人材不足ということで、行政や企業から派遣職員を受けてやってる場合がある

と。 
 それから諸手続の煩雑さということで、例えば今申し上げました広告を出そうとしても

なかなか面倒くさい。あるいはオープンカフェを出そうとしても、なかなかこういろいろ

なところとの協議をやるということで時間がかかるということがあろうかと思います。 
それから類型ごとの課題ということで、これは私どもであくまで整理したものでありまし

て、この例えば大丸有さんとか札幌大通さんからこういう課題があるというふうに聞いた

ものではありませんけども、例えば大丸有地区であれば、公共公益施設管理に当たって金

銭的な負担が大と書いてありますけれども、かなり高質な高いレベルの公共公益施設を置

いてらっしゃいますので金銭的な負担がかなり高いと。 
 それから札幌大通のような割りと稼ぐタイプの事業会社さんにつきましては、地方都市

で収益事業をやっていくのはなかなかしんどいと。民間事業によって非収益事業をやって

いくにはなかなか限界があると。 
 それからまちづくりとやまさんでは、指定管理者になって安定した収入はあるんですけ

れども、なかなか新しい事業展開にはつながらないのではないかと。 
 北九州家守舎さんにつきましては、収益事業が軌道に乗るまでなかなか初期投資がしん

どいと。 
 晴海トリトンスクエアさんにつきましては、利害関係者との協力関係の構築と、長期継

続が必要ということで、これは私どもの方で勝手に整理させていただいた課題になってい

ますが、概ねこういった課題があるだろうというふうに思っておりまして、こういった課

題をいかに解決していくかということが今後の課題、我々に課せられたテーマかなという

ふうに思っております、以上でございます。 
（街路交通施設課長） 街路交通施設課長の清水でございます。続きまして、都市の施設・

インフラについてご説明させていただきます。 
 お手元の資料のうち、２つ使わせていただきまして、資料４－１、縦長の基本的な論点

のペーパーでは、１枚目の裏側のところに、都市の施設・インフラという論点がございま

す。これと資料２、ただいまのパワーポイントでございますけれども、こちらでは３７ペ

ージから都市の施設・インフラについてでございますけれども、これをあわせてご覧いた
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だければと思います。 
 まず論点のペーパーの方の最初から少し見ていただければと思いますけれども、都市の

施設・インフラの論点の最初にございますのは、公共性を有する民間施設など、公から民

へと対象を広げていただいてご議論いただければというのが最初にございます。説明資料

では３７ページからご覧いただければと思います。こちらにはまず都市施設の、現行の法

律でどのように書かれているかを抜き書きしているものでございますが、正直申し上げま

して、ここでは公共が整備している公共施設という非常に硬い印象で法には定められてる

かと思います。 
 これが基本ではございますけれども、次の３８ページをご覧いただければと思います。

３８ページは、民間都市開発事業によりまして、公共性を認めて支援してる施設でござい

ますが、これを下に載せてございます。これを見ていただきますと、かなり多様な民間施

設も公共的なものとして支援の対象になっているということかと思います。 
 それから３９ページ、４０ページでございますけれども、一般に公共施設と考えられて

おりますような都市公園とか緑地などでも、民間のノウハウを導入いたしまして、魅力の

向上とか効率的な管理とかそういうことに取り組むなど、多様な主体による取り組みとい

うのは現実には既に始まっているということでございます。 
 次に４３ページをお願いいたします。論点の最初の丸に対応してるわけでございますけ

れども、これまでの都市施設の整備というのは、まず量を確保するという点にポイントが

ございました。このため都市計画というのは他の土地利用を制限して、立地のための空間

を確保し、整備を容易にするということに主眼がございました。 
 一方現在は、どちらかと言うと機能の発揮とかサービスの提供などにも視点が移りつつ

ございます。４３ページの真ん中の図の５段になっております、５層階層になっておりま

す真ん中の部分が都市施設についての部分でございますけれども、都市施設、道路なんか

が典型的な例でございますけれども、やはり自動車交通を大量にさばく幹線道路のように、

都市の中での骨格としての位置を決めていくということが非常に重要でございました。 
 ４４ページをご覧いただければと思います。現在どのような状況になってるかというこ

とでございますが、例えば左側を見ていただきますと、これはある駅前の状況でございま

すけれども、幹線道路を整備していくと言いますよりも、駅前の地区に歩行者のネットワ

ーク、面的に、歩行者が歩きやすい空間をどうやって整備していくか、こういったことが

課題になってきてございます。あるいは右側を見ていただきますと、これは１つの幹線道

路についてでございますけれども、そこにバスを走らせる、そのバスを非常に便利な、ま

たバリアフリーなものを作ろうとしたら、どういうふうにこの道路の中を作っていかなけ

ればならないかという、道路の位置というよりも、道路の中の機能、そういったことに着

目した取り組みというのが非常に重要になってきてるところでございます。 
 それからまた４５ページを見ていただきますと、公園等におきましても、これまでは児

童公園というのを配置してきたわけでございますけれども、高齢化とか子育て支援のニー
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ズなどの変化に対応いたしまして、既存の公園の機能を再編していると、そういうふうな

例もございます。 
 このような整備から機能をどうやって確保していくかという点に重点を置いた動きに、

どのように対応していけばいいかというのが最初の視点でございます。 
 次の論点、２つめの丸でございますけれども、４６ページでございますが、これまでは

道路とか公園とか下水道など公共が管理する基礎的な施設というところから都市計画をや

っておったわけでございますけれども、医療とか教育とかエネルギーなど多様な施設へ、

あるいは民間が主体の施設へと広がってるということでございます。 
 実はこの４６ページ、都市計画法に定めております都市施設でございますが、意外に広

いという感じがするかもしれません。いろいろな施設が定められるようになっているわけ

でございますが、実態はどうかと言いますと、４７ページでございますけれども、大体決

まっておりますが道路、下水道、公園が中心でございまして、右のような学校とか図書館、

それから福祉の施設、医療の施設、こういったものは非常に活用されている例っていうの

は稀という状況にございます。 
 次に４８ページをお願いいたします。先ほども少し触れましたけれども、では実際に都

市計画されているのは少ないんだけれども、公共的に応援してるものはどうかと言います

と、これは地方都市リノベーション事業という都市再生整備計画事業の、どのようなもの

を対象にしているかでございます。これはイメージといたしましては、まちづくり交付金

というのをご存じの方がいらっしゃればわかりやすいかもしれませんが、さまざまな種類

の公共団体がアイデアとして考えるような、さまざまな施設が対象として支援できるよう

になっておりまして、実態としては都市計画法に定めている実態に比べると、かなり広が

っているという状況にございます。 
 ４９ページに少し模式的にお示ししてございますけれども、じゃそれは一体どういう点

が違うのかと。道路のような公共的な施設とそういった施設はどういった点が違うかとい

うことでございますが、この模式図の真ん中辺りを見ていただければと思います。 
 例えば福祉の設備とかそういった施設を整備する際に、自治体にとりましては、なぜこ

の場所にその方が整備する、その施設を応援するのか、そういう説明が必要になります。

また一方、民間の方からいたしますと、そういうものを整備しようと思っても、都市計画

等で正確な位置付けがなければ、場合によっては行政から確実に支援されるのかというよ

うな不安がつきまとうということになります。 
 都市計画制度のような、例えば何らかの形で市民も含めた合意形成のプロセスがござい

ましたら、民間も安心して参入できるし、公共も安心して支援ができるということになる

のかもしれませんので、このような点が次の論点になるかと思います。 
 ３つ目の論点でございますけれども、５１ページを見ていただければと思います。現在

の都市関係の法律は、整備のための法律という性格が非常に強くなってございます。それ

で道路のように、道路法のような公物を管理する法律がある施設、そういったもの以外に
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つきましては、安全の確保とかそういう管理の仕組みが法的には十分ではないというのが

次の論点でございます。 
 ５１ページは左側に都市公園、右側に広場というのをちょっと比べているわけでござい

ますが、公園につきましては、上から下まで整備から管理まで、都市計画法と都市公園法

でカバーされているのに比べまして、広場というような空間につきましては、これ整備す

る法はあるわけでございますが、管理の規定というのはございませんので、その点が問題

かと思います。 
 ５２ページをご覧いただければと思います。そういった施設は実はかなりございまして、

それもよく市民が使う施設でございますが、例えば地下街とか、それから真ん中の駅の自

由通路、公開空地など。右側の駐車場、こういったものも実は管理を定めた法は直接には

ございません。都市計画的に位置付けて整備はできますけれども、それを管理するという

ことは法律ではなかなか今のところはないということでございます。 
 このため、例えば５３ページを見ていただきますと、安全性を確保していく仕組みとい

うものがないということでございまして、例えば右側のように、マンションの車庫なんか

につきましては、機械式駐車装置の死傷事故も毎年発生しておる状況ではございますけれ

ども、安全性の基準を義務付けるとかそういったことは対応ができない現状にございます。

地下街等につきましても、法的にそういったことをきちんとお願いしていくというか、お

願いではなくて法的にちゃんと位置付けていくことができないという状況でございます。 
 管理をいかにするかというのは次の論点でございます。４点目でございますけれども、

５４ページをご覧いただければと思います。４つ目の論点でございますが、やはり人口減

少の時代に入りまして、施設の再編、用途の転換、場合によりましては廃止も視野に入れ

ていく必要が出てきているということでございます。 
 こちらのグラフはやはり長年の整備で、相当程度都市のインフラは整備が進んでまいり

ました。５４ページのグラフでも、少しずつ整備が頭打ちになってきているという状況が

うかがえるわけでございます。しかしながら、この５４ページの中の真ん中の上辺りにご

ざいますように、これはもうかなり整備されたところでございますが、震災復興事業で整

備されたところでございますが、整備は進んでるんだけれども、道路はたくさんあるんだ

けれども、街区の規模が小さくて、右のような丸の内とかマンハッタンに比べると、都市

の装置としての性能が劣るということでございます。 
 ５５ページ、５６ページをご覧いただければ、現在、自治体の方では、建物関係の施設、

さまざまな、いわゆる箱物という施設が中心でございますけれども、老朽化への対応とか、

人口減少、高齢化などを踏まえまして、自治体が、こういう公共施設の廃止とか再編を含

むマネジメント計画を策定している例が増えてございます。 
 それに対しまして、道路等についてでございますけれども、現在のところ、今のところ

まだ余りそういった取り組みはございません。と言いますのはやはりまだ、基本的なイン

フラについてはニーズもまだまだ高いということでございますけれども、中長期的には、
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あるいは機能を高度化するとか、そういうポジティブな意味では道路網なんかも今後再編、

廃止なんかを念頭に置いた対応が必要ではないかと考えております。これが４つめの論点

でございます。 
 最後に論点をもう一度大づかみに振り返っていただくために、５８ページにグラフを作

ってございます。非常に大づかみではございますけれども、５８ページの図を見ていただ

きますと、まずはこの赤い軸を見ていただければと思います。 
 赤い軸は、公共から民間へと広がる軸でございます。それから左下の方へ伸びている青

い軸でございますが、これは基礎的なインフラから、さまざまな多様なインフラへの軸と

いうことでございます。それから上へ伸びております緑の軸でございますが、これは整備

から管理とか活用に向けた軸でございます。 
 こういったことを論点に、今後都市施設の制度をいかにこれから見直していかなければ

ならないかと、そういった点をご議論いただければと考えておりますので、この５８ペー

ジの見取図なんかを参考にご議論いただければと考えております。以上でございます。 
（市街地整備課長） 市街地整備課長の廣瀬でございます。お暑い中長い説明で申し訳あ

りません。もうしばらくお付き合いいただければと思います。 
 資料４の２の６０ページをご覧いただければと思います。第１回でございますので、市

街地整備事業について、ごく簡単にご存じの方も多いかと思いますけれども、お話をした

いと思います。 
 最初に区画整理でございます。土地区画整理につきましては、この左側の絵にあるよう

に、宅地を整地化するのと、公共施設を整備していく事業でございまして、換地という手

法をもって整理してございます。 
 これは、非整形の土地を整形化して、新たにこちらに土地の権利を移していただくとい

うことでございます。これに際しまして減歩という形で少しずつ地権者の方に土地を出し

ていただきまして、公共施設の用地に充てることと、保留地減歩と申しまして事業費に充

てるというような事業でございます。 
 もちろん、都市計画道路等の施設整備につきましては、それぞれの施設管理者から負担

されるということでございまして、国も補助しているというようでございます。 
 その次のページ、６１ページ、市街地再開発事業でございます。こちらの方は２種類事

業制度がございまして、第一種市街地再開発事業につきましては、区画整理と同じように、

土地ではないんですけれども、土地建物を、こちらでは権利変換と言ってますけれども、

土地建物を新たに作った再開発のビルに権利変換するというものでございます。 
 もう１つの事業は第二種の再開発事業でございまして、こちらは一度全部土地建物を買

収した後で、新しく再開発ビルを作りまして、そちらに床をほしいという方につきまして

は、優先的に譲渡するという形で進めております。つい最近虎ノ門でできました虎ノ門ヒ

ルズがこの手法を使って整備したものでございます。 
 区画整理事業は、実は法律が昭和２９年に制定されておりますので、今年でちょうど６
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０年。再開発事業は４４年に制定をしておりますので、今年で４５年ということでござい

まして、その次のページで実績を表しております。 
 区画整理事業につきましては、新市街地の整備に主に使われてきたこともございまして、

地区数、面積とも徐々に実績としては少なくなってきているということでございます。た

だ、下のところに実績等のことを書いてございますけれども、全国の市街地の約３割を区

画整理事業で作っておりますし、公園については２分の１相当を整備しております。ある

いは都市計画道路の４分の１、駅前広場の３分の１を作ってきているということでござい

ます。 
 一方再開発事業につきましては、既成市街地で土地の高度利用を行う事業でございます

ので、区画整理ほど実績は落ちてきてはおりませんけれども、徐々に、右肩下がりまでは

いきませんけれども、少しずつ事業地区が減ってきているということでございます。 
 その事業のもう少し詳しく見たものが６３ページにございます。区画整理事業につきま

しては、新市街地から既成市街地に事業地区が移ってくるんですけれども、左のグラフを

見ていただきますと、やっぱり事業期間が長くなる、事業費が増大していくという特色が

ございます。 
 右側のグラフに、再開発の施行者の分析を書いてございますけれども、再開発事業は公

共施行、公共団体が施行するのが減ってきておりまして、組合施行等が増えてきておると

いうことでございます。これは区画整理事業でも同じような傾向がございまして、個人施

行の事業の箇所が増えてきているということでございます。 
 再開発事業の下のところを見ていただきますと、以前の再開発ですと、駅前再開発で商

業施設を中心に作られているのが多かったんですけれども、最近の再開発ビルは結構住宅

を多く積んでいる再開発が増えてきているということでございます。 
 次に、市街地整備ではなくて、市街地の今の私どもが考えている課題について３点ほど

お話し申し上げたいと思います。６４ページをご覧いただければと思います。 
 １つは地方都市の中心市街地を見ていただきますと、これ宮崎市の例でございますけれ

ども、空家だけではなくて空地が非常に多くなってきているということでございます。こ

れは宮崎市だけの例ではなくて、地方都市共通の問題でございます。大都市の方は、先ほ

ど清水からお話がありましたけれども、戦災復興の区画整理をやっているようなところに

つきましては、かなり土地が細分化されておりまして、代表的なのは虎ノ門のエリアであ

るとか、八重洲のエリアであるとか、そういうところについてはなかなか街区が小さくて、

高度利用が進まない形になっているということでございます。 
 その次の２点目の課題でございますけれども、６５ページを見ていただきますと、現在

の都市再開発法ができる前から、再開発的な事業が展開されております。２７年に防火建

築帯事業、写真を見ていただきますと、大垣市の中心市街地にあるこのような商業、上は

オフィス、住宅等の下駄ばきビルのようなもの。あるいは下にある、港区の、これは市街

地改造事業で作ったものですけれども、こういうビルが非常に老朽化してきているという

21 
 



ことでございまして、再開発事業についても、完成したビルが今後どんどん老朽化してく

るものが増えてくるというのがわかってきております。 
 ３つ目の課題でございます。その次のページを見ていただきますと、もうこれは皆さん

ご存じのとおり、密集市街地の問題でございまして、阪神・淡路の大震災以降、密集市街

地がかなり問題になっておるわけでございますけれども、一応平成３２年には概ね解消す

るという目標を設定してございますが、なかなか難しいというのが実態でございます。 
 右側の下のグラフを見ていただきますと、区画整理事業を密集市街地でやると何年ぐら

いかかるかと申しますと、平均で１９年でございまして、２０年ぐらいかかってしまうと

いうことと、これは理由は単純でございまして、建物が多いことと地権者数が多いという

ことで、見ていただきますと平均しますと５００人近い方の地権者数があるということで

ございます。 
 この３つの課題を解決するための市街地整備手法のあり方について、ご議論をお願いで

きればというふうに考えております。以上でございます。 
（委員長） どうもありがとうございました。それでは以上の説明内容につきましてご質

問、ご意見をいただきたいのですが、実は結構説明時間が長かったので、１人２分程度ぐ

らいしか持ち時間がないということをご承知いただきたいと思います。まず最初は、ちょ

っと途中で出られるということを伺っておりますので、もしよろしければＡ委員、Ｂ委員

よろしくお願いいたします。 
（Ａ委員） それでは手短にまいります。最初の、一番ショックだったのが先ほどのエリ

マネの図ですね。平成２０年とは言え、これがエリアマネジメントのイメージかと言われ

ると、日本のエリマネのイメージかと言われると、非常に、ここには海外のことをご存じ

の先生方もいらっしゃると思うんですけれども、非常に恥ずかしいエリマネのプランだな

という印象があります。 
 と言いますのは、今回のエリマネもそうなんですけれども、基本的にエリマネを何のた

めにするのかという時に、大丸有だとかさまざまなものがありましたけれども、私はやは

り国際的な兆候から言うと、ヘルシーなライフスタイルと、市民がハッピーであることと、

それが持続的なまちづくりに続くという、そういうところに主眼があると思っております

ので、今回のエリマネも、いわゆる施設を中心としたエリマネではなくて、ＱＯＬから都

市経営というところまで含んだエリアマネジメントがどう達成できるのか。そのためにど

ういう職能だとか、あるいはそういうツールだとか、あるいは従来の行政がやってきた公

園とか街路樹とか道路とか公共公益施設に対するお金の考え方、要するに、整備費は出し

てもランニングは非常に低いですとか、そういう考え方に対してエリアマネジメントとい

うことで、どう地域再生に資することができるのかというような部分にきちっとコミット

しないと、大丸有とか、そういうような大通とか、うまくいっているような商店街のイメ

ージをもって、これを全国の商店街に推進しましょうっていう議論をやっても、ちょっと

本省でやる議論ではないんじゃないかというところがちょっとあります。 
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 そういった意味では、マネージャーのようなものが、先ほど一部富山のようなところで

具体的な事例ありましたけれども、やはりエリマネの必要なところ、今まだ手を入れれば、

ここの地域は再生できるよというようなところ、そこに具体的にちゃんとお金を入れて、

どういうマネジメントをすればその地域が再生できるのかという辺り、そういう辺りも含

めた議論、そういう中でマネジメントという言葉が従来日本の中では維持管理というふう

になってきましたけれども、冒頭都市局長からもお話がありましたように、運営だけでは

なくて資金だとか投資だとかそういうところまで含めた話になれるという、そこの話にき

ちっと最終的に行き着くような話に、今回の話がうまく結びつくと、地方都市のいろいろ

な困っているところなんかのエリマネというものを考えられるのかなということがありま

す。すみません、時間長くなりました。失礼いたしました。 
（委員長） じゃあＢ委員お願いします。 
（Ｂ委員） ２つだけ申し上げます。１つはエリアマネジメントの方で、細かなことを言

って申し訳ないんですけど、とりあえず何かターゲットになるところというのを意識した

仕組みが要るのではないかという気がしていて、私の中でのターゲットは、複数の鉄道事

業者が重なっている交通結節点。これはそれぞれの空間の中でみんな勝負をしようとして

いて、お互いにうまくいってないケースが多々ある。今、交通政策審議会でも議論になり

つつありますけど、そういうところに対して具体的にどういうことをやればいいのかとい

うのが、極めて具体的なエリアマネジメントとして大切ではないかという気がいたします。 
 それから２点目は施設の方、書いてあるとおり、おっしゃるとおりなんですけど、一方

で都市の中で、特に地方部では、かなりボイドな土地利用が増えてる、空地やら空家やら。

それ自身は余りよくないという意見もあるけど、でも都市の中でこれまで魅力的な都市を

作るためにはオープンスペースがいるとか、緑地がいるとか、あるいは何かもうちょっと

自然に親しめるものがいるとか、いろいろ言ってきたわけなんで、そういう意味ではボイ

ドなものに対する都市の施設としての意味っていうのを、何かもうちょっと考えてもいい

かなっていう気がします。 
 これ多分農地の話にまで行っちゃうんですけど、その辺はどう考えるのかっていうのも

ぜひお考えいただければ。 
また、従来のいろいろ書いてある施設はこのとおりだと思いますけど、何かこれを超え

た新しいニーズも出つつあるような気もするので、そこもぜひ拾っていただけると、低速

度な交通であったり新しい交通手段に対するニーズだったりというのもありますので、そ

ういった新しいニーズの方もちょっと拾いながら考えていただけるとよいと思います。 
（委員長） ありがとうございます。それではそれ以外の方々。Ｃ委員お願いします。 
（Ｃ委員） １点だけ。今までのご指摘とはちょっと違う観点になるんですけれども、エ

リアマネジメントについて少しこういう議論をしていただけないかというお願いでござい

ます。 
 ご説明の中でエリアマネジメントって、基本的に民間と協働してプラスアルファみたい
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な形で付加価値を付けていくっていう観点からご説明いただいてるように思うんですけれ

ども、でもエリアマネジメントっていうのは、１つはより市町村よりも共益的なエリアで

公共財を供給する主体を設けるっていう、そういう観点もあるんではないかなと、そのよ

うに思います。 
 その場合に何がいいかって言うと、要するに公共財によっては、種類によっては最適な

エリアと言いますか、最適な供給規模とか最適な供給範囲っていうのは違うにもかかわら

ず、市町村というのは一括して都市計画とか都市政策とか、そういうものを供給する主体

になっていると。そうじゃなくて、もう少し地元の方で合った供給をやりやすいようにす

るという、より的確な、効率的な公共財を供給する主体を設けるという意味があるんじゃ

ないかと。 
 そういう公共財の供給主体に対して、財源、要するに税を取るとか課税権とかあるいは

料金を取るとか、そういうものと一緒に権限を譲渡した場合に一体何が起こるのかという

ことを考えた場合に、私は１ついいことがあると思うんです。非常に、国土交通省の方で

ご努力いただいてコンパクトシティのための法律っていうのは整備されたわけですけれど

も、基本的にコンパクトシティのどこに集積させるのかっていうことについては、基本的

にはやはりプランナーが決めるというような形になっていると。それってすごい、結構難

しいことだと思うんですね。 
 ですから、基本的にエリアマネジメント組織って言うのかどうかわかりませんけれども、

より共益的な公共財供給主体の競争を通じて、優勝劣敗がわかってくると。要するに負け

る地域とかそういうものがわかってくる。そういう中でどこに集積させるかどうかという

ことを、マーケットを通じて居住地選択とか、そういうものを通じて集積すべき地域って

いうのがわかってくる。だから、エリアマネジメント組織とかそういうものを、より共益

の公共財供給主体として定義づけて、それの競争を通じて集積すべきところを明確にして

いく、マーケットを通じて。そういうご議論をできればしていただきたいなと、そんなふ

うに思いました。 
（委員長） ありがとうございます。 
（Ｄ委員） 私の方からは専門が統計なので、こんなインデックスが作れないかというよ

うなお願いがございます。 
 都市のマネジメントをしていくということですので、何をマネジメントするかと言うと、

リスクをマネジメントしていくというようなことになろうかと思います。そうするとやは

り、パフォーマンスをきちんと測定できるようなインディケーターとか、または統計とい

うものがないと、マネジメントができないわけです。 
 例えば目標値を定めろっていうのは非常に難しいことでありますけれども、それも例え

ばターゲットになるようなベンチマークを作る、そしてその各自治体やインフラがどうい

うマッピングになってるのかということを定量的な形でわからないと、政策っていうのは

なかなか打つことができないんじゃないのかということになります。 
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 そうするとどういうような目標単位で統計を作るのかっていうふうになるわけですけれ

ども、今我々はビッグデータというものを使ってインデックスを作るっていうようなこと

が実は非常に統計の世界でも議論がされてるわけであります。例えばデイリーのＣＰＩを

作ろうとか、またはウィークリーの不動産の価格指数を作ろうとかっていうことが、世界

的にグーグルなんかも今やってるわけでありますけれども、こういう都市のマネジメント

っていうことで考えた時には、エリアの解像度を、我々は経済は時間軸での解像度を上げ

ることを今やっているんですが、エリアの解像度をもっともっと上げていくっていうよう

なことが必要になってくるんじゃないかと思います。 
 例えばエリアマネジメントということであるならば、目標とするエリアのターゲットと

したきちんとした統計を作っていかないとわからないっていうことになるかと思います。 
 それでは、どんな統計を作るのかっていうことになるわけですけれども、例えば人口１

つとっても、ＢＩＳっていうようなところが、国家の老人の依存度みたいなものを知る時

に、生産年齢人口に占める、６５歳以上人口という高齢人口依存比率と言いますけれども、

そういうようなものを作ってみるとか。インフラは例えば公共施設なんかだと、危険校舎

比率はわかるけど、老朽化の比率がわからない。それでは老朽化のものを作ってみるとか、

空家とかエネルギー効率とか、インフラの費用とか、そういうものが見える形になってい

かないと、なかなか政策ができないんじゃないかなというふうに思います。 
 次に、そうするとそういうような指標ができていくと何が嬉しいかっていうことになっ

てくるわけですが、定量化ができるとリスクがわかります。リスクがわかればリスクをシ

ェアリングできます。リスクがシェアリングできると、官がとるべき、または中央がどう

いうリスクをとって、自治体にどういうところを残していくのか、ということがわかりま

す。資金調達と言うことで考えれば、中央はメザニンをとって、リスクが軽減されたもの

を自治体なり民間に負ってもらう。そういうことをしていかないと、官民の連携っていう

のは難しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。 
 続いて、グローバル化っていうことで今おっしゃられたわけでありますけれども、高度

経済成長期というのは都市を輸入してきました。工場を外にどんどん作ったり、買ったり

し、オフィスも海外に行って、都市を輸入してきた。そのことによって供給量が増えてど

んどんどんどん地価が下がっていったっていう構造があります。 
 そうするともう少しグローバルインベスターをターゲットとして、都市を輸出するって

いうことで考えると、そういうような統計データが出てくれば、今ある都市を輸出するこ

とができるっていうふうに考えれば、今予想されているようなアセットメントダウンみた

いなことも防げるんじゃなかろうかというふうに願っています。 
 最後ですけれども、世の中は今お金がものすごく余っておりまして、世界中のインベス

ターがお金を余らせている。実は地方にもお金が余ってるわけでありまして、地方銀行に

多くの資金が眠っています。そういうようなところがお金を出すために再開発事業を作れ

ばいいわけです。でもリスクがわからないから、銀行としてはお金を出すことができない
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っていうようなことが起こります。そうするとこのような統計を作る、インディケーター

を作ることによって、メザニンを誰がとるかということがわかることによって、潤沢に今

余っている地方のお金を、こういう都市再生に回していくっていうような仕組みを作るこ

とができるんじゃないのかなというふうに思います。 
 そういう意味で今日お願いというのは、どんな統計をどういうふうに作っていくのかっ

ていうようなことを、ぜひお考えいただければなということでございます。以上です。 
（委員長） はい、ありがとうございました。Ｅ委員お願いします。 
（Ｅ委員） １点だけ質問させてください。エリアマネジメントという考え方はすばらし

いと思いました。点ではなくて面で魅力的なまちを作っていく。特に官民が連携しながら

地域の価値やブランドを作っていくという発想は非常にすばらしいというふうに承りまし

た。１点危惧するのは、先ほど優勝劣敗というお話がＣ委員からもありましたが、ある特

定のエリアだけが個性を持って魅力的になっていくということで、全体の、都市としての

統一性や魅力が損なわれる可能性です。全体と個々のエリアとの関係性をどのように考え

てらっしゃるかという点につき教えていただければと思います。 
 日本の人口が縮小していく中で、エリア間で競っても、最終的には負けるところが出て

きてしまい、そこが荒廃すれば都市全体としての魅力というのは低下する可能性があると

思うんですね。やはり日本が考えなくてはならないのは、冒頭の局長の話にもありました

けれども、グローバル都市としてどうやって外から日本に人を呼んでくるか、企業を呼ん

でくるかという点です。企業や人は大丸有を目的に来るわけではありません。都市全体と

して高い価値を持っていることがグローバル社会にも伝わり、その結果として人や企業に

来てもらえるようにすることが重要と思います。個別のエリアの最適化ではなくて全体最

適ということを考えた時にどうあるべきか、という視点が少し欠けているような気がしま

した。 
 そういう観点で申し上げると、例えばビルバオというスペインの都市がありまして、シ

ンガポール政府の都市賞を受賞しているんですけれども、まちのどこを歩いてもカフェが

あってベンチがあって人が立ち止まって話ができる、ベンチに座って会話が楽しめる、そ

んなまちづくりをしています。それが都市の魅力として高く評価されています。 
 ある特定の場所だけに、オープンカフェやベンチがあったとしても、人々はオープンカ

フェがあるからその場所に行くわけでは必ずしもないと思います。何となくまちを歩いて

いたらカフェがあって休んだり、そこで会話や交流が生まれるといったまちづくりを全体

として進めてゆくことも大切だと思います。その辺りの考え方を少し教えていただければ

と思います。 
（委員長） ちょっと５人ぐらいお話いただいたので、もし国交省の方で補足なり、若干

ご質問みたいなことがあったんですが何かありますか。よろしいですか、続けてしまって。

じゃあ続けさせていただきます。 
（Ｆ委員） 今のお話にずっとつながっていく事ですが、１つの例で数年前に千里ニュー
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タウン、これ市街地整備の話に絡むと思うんですが、千里ニュータウンの住宅が古くなっ

てきたので建て替えようという話があった時に、今の水準よりもすごく大規模なものに建

て替えて、床がもっと売れたからよかったじゃないか、ハッピーというケースがありまし

た。これもだから都市圏全体の人口減少があるということを考えると、このような個別の

競争で勝った時に、かえって全体のリスクが大きくなってしまうというふうな話があって、

そこの辺りをどう考えるのかなというところが気になっています。 
 コンパクトシティの議論ですと、都市地域総合交通戦略を策定している４４の都市で、

マスタープラン上でいくつ拠点を設定してるかと言うと、５２１設定してるんですよね。

１都市辺り大体１２個とか１３個とか設定してるわけで、そういう形で全体のリスクを大

きくしていくような競争をしたらまずいんじゃないかというふうに思っています。全体を

見る視点っていうのがやっぱり必要で、そういう意味では都市マネジメントの小委員会な

んですが、都市圏マネジメントの小委員会にしてほしかったなと思っているというのが正

直なところです。 
 もう１点だけ、まちづくり交付金について前半部分の話の中で、少し触れられたのです

が民間資金に対する公共の資金として非常に大事なものだと思うんですけれども、最近そ

れがどうなってるのかっていうのがよく見えなくなってきています。評価の仕方とかも地

方自治体が自分で評価する自己評価の仕組みになっているので、自己評価上まずいものは

継続しないような傾向が以前には見られていました。 
 そういう意味でいくと、本当にやっぱりそれも自己評価ではなくて外部できちんと評価

して、バツがついても継続してお金を付けて育てた方がいいような案件も有ると思います。

公共事業的に、例えば減築をしっかりやるとか、そういうふうなことでリスクを下げられ

る場合もあります。公共事業的な視点もやっぱりあわせながら、民間にどの部分を持って

もらうかということをセットで議論しないと、最適解というのは見えないのかなと感じて

います。最近の風潮として非常に民間シフトなので、それはもちろん民間はよい部分はあ

るのですが、ちょっと話の持っていき方として気になりました。以上です。 
（委員長） ありがとうございます。じゃＧ委員お願いします。 
（Ｇ委員） 今滋賀県で都市計画区域の話をしているんですけれども、結局都市計画区域

の中で計画をしてきたこれまでっていうのは、ある一定の面の中で、その中の市街地であ

ったりとか、インフラの水準だったりというのを考えてきたと思うんですけれども、今日

のお話だと、コンパクトシティ化していく中で、どちらかと言うと今回の立地誘導の話も

そうですけれども、ある都市の構造を設定して、それはある地区とネットワークを持った

ような構造で、面と言うよりもある種都市構造を設定する中で都市利用を再編していこう

というようなイメージなのかなというふうに考えたわけなんですね。 
 そうするとそこでは、その中で核になるようなところが多分今日言われているようなエ

リアマネジメント的な発想が待たされていて、そのネットワーク的なところにインフラ的

な部分の再編ということが関わってくるのかなと思いながら聞いてたんですけれども。今
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Ｆ委員から都市圏っていう話もありましたけれども、やはりそういった時に再編していっ

た後の部分って言うんですかね、どういうふうにその都市構造を、どのレベルでどの計画

単位で合意して、その適正だったりとか効率性っていうのを、どういうような考え方で図

れるのかっていうのはちょっとまだ私にはよくわからなくて、その辺の議論も要るのかな

っていうのが１つと。 
 それから都市利用を再編していくと、土地利用しなくなっていく部分っていうのは出て

くるかと思うんですけれども、そういった時の地域の中での配置だったりとか、あるいは

それが環境とどういうふうに整合させていくのかとか、もう少し、事業を変えて行った時

のあと、出てくる課題として、単に作っていく側というか残していく側、集中していく側

っていうのはこの議論の中であるかと思うんですが、その裏側にやはり、環境と整合させ

ていかなきゃならないような、あるいは都市圏で効率を考えていかなきゃならないような

部分っていうのがあって、そっちをどういうふうに今回の議論の中で見ておくのかという

のが少し気になったところです。 
 ですから結構、どういうふうにこういった計画単位を捉えて、ネットワーク的なところ、

あるいは構造的なところをどういう仕組みで意思決定していくのか。誰がどう決め、さっ

き競争っていう議論もありましたけど、誰がどう決めていくこと、何に基づいて考えてい

くのかっていう辺りが、これまでの成長とは違う指標の取り方っていうことが少し気にな

ったところであります。 
（委員長） ありがとうございます。じゃＨ委員お願いします。 
（Ｈ委員） ４点ございますので、３０秒ずつお話ししたいと思います。 
 最初は割と全体の話で、全体的に今日の話は、いや、この委員会がそうなんですけれど

も、民間へのシフトという基調だったと思います。これは裏返すと、逆に公共は何をすべ

きかという話なので、そこをしっかりと意識していただきたいということと、国の審議会

なので、最終的には国が何をすべきかというところを意識してないと単に議論して終わり

というのではしょうがないので、制度あるいは法律に反映させるのか、あるいは補助の仕

組みを充実させるのかといったような視点をやっぱり常に持っておかないといけないと思

います。これが１点目です。 
 ２点目はエリアマネジメントの話ですけれども、整備とマネジメントとの１つの大きな

違いは、整備はできあがるとそこで終わりということなんですけど、マネジメントは基本

的に終わりがない、ずっと続けないといけない。そういうことを考えると、どれだけ安定

してそういうことができるかということは非常に私は大事な視点だと思っていまして、そ

のために主体であれば例えばガバナンスの問題とか、それから今日も少しお話が出ました

けれども、財政的にその主体がどれだけ持続可能になってるかというようなこと。つまり、

全体的にどう安定した仕組みを作れるかというところが、非常に大きなポイントなのかな

と思っています。 
 それから２番目の施設・インフラについては、これは先ほどＢ委員からもちょっとお話
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がありましたけど、そもそも現代に求められている都市のインフラは何かというところを、

まずはやっぱり議論すべきなのかなと思います。それは誰が供給するかとはまた別の話で、

更にそれに都市計画がどう関わるかは、その上に重なってくる話だと思うんですね。 
 インフラの中には排除性が非常に強くて、むしろ民間でやった方がいいみたいなものも

あるでしょうし、道路みたいにフリーライダーを抑制できないものについては公共でやれ

ばいいというような、誰がどういう仕組みで提供するかという話は後からついてくる話で、

そもそも論として現代都市のインフラというのは何かというところは、一度きっちり議論

した方がいいんじゃないかと思います。 
 そういう意味では私は、エネルギーとか情報はもう現代都市にとって不可欠なインフラ

だろうと思っています。 
 それから３番目の市街地開発事業のところは、ここは本当はいろいろあるんですけど、

一言で言うと、市街地を作るための市街地開発事業は立派にこれまで議論してきたので、

市街地をたたむために市街地開発事業をどう使うかというところの視点をぜひ入れていた

だきたい。 
 そのためにうまく、これまでの仕組みで使えるところとそうじゃないところを多分パッ

ケージにしないといけない部分があって、具体的には今の市街地整備事業は、公共と地権

者が正の開発利益を分け合う仕組みで成り立っているけれども、それで、どんどんこれか

ら正の開発利益が小さくなっていきますし、あるいは負になるかもしれないので、そうい

うものを、誰がどう負担して分け合うかというところを考えていくんだろうなと思いまし

た。以上です。 
（委員長） ありがとうございます。それでは I 委員お願いします。 
（I 委員） 私は地域のエリアマネジメントの必要性というのを本当に感じております。ま

ず中心市街地の活性化に関して言いますと、例えば土地の問題が全然民間の中で動かなく

て、その土地を誰が調整してくれるのかっていうのが民も公もできないわけですね。 
 なかなか民の側でも動かない。公の側でも、個人の土地だからという理由でまとめたり

するのはなかなか難しいというのが続いていて。それが結局、土地が空き店舗だとかシャ

ッター通りだとかになってくる理由の最大のポイントなのです。できればこのエリアマネ

ジメントの視点の中で特に土地問題の調整等、こういったところを持続可能に民の側がや

ってくれるような組織を作ることがものすごく大事かなと思っております。 
 一例を挙げるならば、ＪＲ和歌山駅の約３００メートルの商店街があるんですけれども、

そこの１軒が過日売れたんですが、その価格が約３００万円なんですね。駅前の土地で。

１５坪ぐらいですか、まあまあの広さで。ただ、なんで売れなかったかと言うと、その土

地に相続が発生していて、持っている地権者の方から、土地を買うのに判子を１０回押し

てもらわないと売却、ないし入手ができないといった状態。 
 こういった土地が山ほど地方都市には転がっていまして、つまり土地のそういった権利

関係の移転の時のいろいろな複雑なシステムが、土地再生そのものを阻んでるのかなとい
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うふうに思います。ですからこういったところも、もし第三者機関的なところがマネジメ

ント的な側面を持って動いてくれたら一気に大きく進んでいくのではないかなというふう

に思います。 
 逆に成功例で言うと、香川県の高松市の再開発のケースですね。商店街を再開発したん

ですけれども、あそこは全部定期借地にしてしまって、約６０年の期限としました。こう

した業務は民間がやっているんですよね。つまり、民間が介在して事業を起こし、土地を

６０年の借地とすれば地主さんは地代がかなり入ります。実際に地主さんは地代収入を得

ることに成功しています。今も６％から７％で利回りを地主さんは得ていますが、これこ

そが都市マネジメントかと思います。ミクロの例で言うと、土地問題に対してぜひそうい

った視点を持っていただけたらなと思います。 
 もう１点だけすみません、広域の話が先ほど先生方の中で何人かから出されたので。 
イギリスは広域調整ということで、エージェンシー化されたＲＤＡという組織、これは

Regional Development Agency と言うのですけれども、これは労働党政権の時に作ったん

ですね。これは要するに広域で無駄のない開発、日本だとどうしても郊外型店舗の誘致競

争みたいになっちゃって、マクロの論点で見たら非常に無駄な投資がいっぱい各地に発生

します。市町村が引っ張り合うもんですから、同時にいっぱいできちゃったりとかして、

いわゆるゲーム理論的な世界に入ってしまう。これを調整する組織がないんですよね。 
 これを広域的に見てくれるようなマネジメント組織、こういったのがイギリスには先ほ

ど触れたＲＤＡという組織があって、今は保守党政権に移行してからＬＥＰ、Local 
Enterprise Partnership と言うのですけれども、こういった名前に変わりました。これも

引き続き広域的に地域の再生を担う。これは半官半民みたいな組織でして、いわゆる公の

側の意見も入れば、民の側の意見も入ると、こういったところです。 
 つまりマネジメントって、マクロとミクロ、ミクロについては土地問題ですね、マクロ

についてはそういった広域調整みたいなものがあったら、より良いエリアマネジメントの

形になっていくかなと思います。以上です。 
（委員長） ありがとうございました。じゃ J 委員お願いします。 
（J 委員） ２点です。今日のお話は全体として、官民連携に関する話ではないかと思いま

す。都市マネジメントを官と民がどういうふうに役割分担していくかという話で整理する

といいのではないかと思います。 
そこで、１つお願いです。 

 この連携パートナーとなる民って結構いろいろだと思うんですね。敷地レベルの話か、

街区、地区レベルの話なのか。あるいは、都市、広域レベルの話もありました。このよう

にスケールごとに少し整理して、連携パートナーとなる民には、どういう人や組織がある

のか、どんな課題があって、どういう施策を考えていくべきなのか整理してはどうかと思

います。 
 私は、エリマネ団体のディスカッションの場に参加させていただくことがあるのですが、
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そこにも、やはりいろんな団体さんが出てこられます。再開発に連動すれば、複数の地権

者さんとの関係を重視しつつも、実質的には一社のディベロッパーさんが進める体制にな

っているところもありますし、中心市街地などであれば、かなりの数の人や組織がいわゆ

るパートナーシップを作って活性化を進めている場合が多いです。 
 エリマネの役割も、個別事業のレベルであれば、多様な主体が連携しながら、開発段階

から管理のフェーズまで考慮し、そこで如何にまちづくりの財源や活動を生み出すかとい

った議論と必要な規制緩和の話がメインになりますけれども、街区・地区レベルの話にな

った時には、そもそも現状はどうなっているのかを示すデータづくり、いわばデータバン

ク的な役割がエリマネに求められたりもします。また、それを踏まえてアクションの合意

形成をし、実際に、その合意にもとづき、事業を動かしていったりするような役割が求め

られます。 
 さらに都市・広域レベルであれば、先ほど出ましたように、公共側と民間側からの、い

わゆる投資マネーを、グローバルな視点で都市に競争力を持たせるために、どういうふう

に使うのが最も効果的なのか、いわゆるレバレッジをどういうふうにかけていくのかって

いうような、そんな視点で動いているのが世界のトレンドではないかと思います。イギリ

スのお話でもありましたけれども。そういう視点だと、エリマネといっても、役割はまた

違ってくると思うんですね。 
 なので、その辺のスケール感の整理をしておいた方がいいと思います。 
これが、１点目です。 
 ２点目は、やはりその整理の中で、私は、街区や地区ぐらいのレベルでの検討が肝にな

ると考えています。そこが一番事業を動かす可能性としてはあるけれども、実力が発揮で

きていないと思うのです。さきほど、個別の事例しかないというようなお話がありました

が、このレベルの連携をどう形作るのか、つまり、組織とか財源の話が大事だと思います。

どういう条件が整った時に、例えば空地、空家とか、インフラもそうですけども、所有と

か管理とかを民間と一緒にできるのか、あるいは委譲していけるのか。そこら辺の地区レ

ベルのガバナンスと官と民と権限の関係を整理しておいた方がいいんじゃないかなと思い

ます。 
 今日、都市再生推進法人にお墨付きを与えるというような話があったと思うんですけれ

ども、欧米のエリアマネジメントとの大きな違いは、単に認定するということではなくて、

認定された組織っていうのはどういうふうに作るのか、どうあるべきかというところを明

確化しているかどうかだと思います。日本は、まだ不明なところが多いんじゃないかなと

いう気がするんですね。 
 都市計画の提案制度の話もありましたけれども、最近イギリスで作られたネイバーフッ

ドプランニングなんかは、単に住民が提案するというよりは、地区レベルで、住民自らが

地区の方向性や必要な施設について合意を形成し、場合によっては、その施設を自分たち

で所有して管理していくっていう、そういうところまで踏み込んでいるわけですよね。 
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 だから提案っていうよりは、もっとこう地域の中の小さい単位でいいと思うんですけれ

ども、もう合意形成して、そこからまた維持管理していく主体までするにはどうしたらい

いか、その辺考える必要があるかなと思います、以上です。 
（委員長） ありがとうございます。じゃ K 委員お願いします。 
（K 委員） すみません、私もごく手短に、４点だけお願いします。 
 １つに、この都市マネジメントやコンパクトシティに関する話は、一般の人からも非常

に注目されている議論です。好意的に言われることもありますけど、余計なことをやって

と怒られることもあります。そういう意味で、住民の関心が非常に高いのですが、そうし

た中で一番感じるのは、ここで議論されていることと住民がイメージしているところに大

きな乖離があるということです。 
 ここは専門小委員会なので、専門用語も使って正確に議論すべきですが、その一方で住

民が漠然と描くコンパクトシティや都市経営のイメージ・視点も失わないように、議論し

ていく必要があるというのが１点です。 
 ２点目です。そういう意味で今日用意してくれた資料の中では３ページの、これからの

施策転換イメージというのは、厳密さを捨象して作成ということで、大胆に今後の方向を

ある程度示していると思います。しかし、少し違和感があるのは、私の専門ではないので

すが、土木・建築を中心とした技術による施設整備がこれまでで、これからはＩＣＴ等の

新たなテクノロジーの活用ということになっています。確かにイメージはそうかもしれま

せんけど、さすがにここまで書くと、土木や建築の人たちのやる気をくじくような気がし

ます。もう少し違った書き方があるのかなというのが１つです。 
 さらに、実質的に私が気になるのは、その上の資金のところです。確かにこういう流れ

はあります。しかし、資金調達のことに関して言うと、新たな調達手法の活用ですとか、

資金の貸出しというよりも、今の地方都市なら地方都市の中に、現行制度でも投資してい

ただけるような魅力ある環境整備ができるかどうかというところのほうがより重要だと思

います。 
 人口減少でダウンサイジングしていく中で、しかし、魅力ある投資環境を維持できるか

という点が重要ではないかと思います。また、民間事業者に対する融資や税制等はこれま

でも考えてきたところですが、今後、住宅税制その他も含めた税制関係のあり方を、ぜひ

検討してほしいと思います。 
 第三に、１３ページ以降のところで、都市において民が担う公についてというタイトル

の中で、エリアマネジメントの話が出てきています。エリアマネジメントの話は見えやす

い、とっかかりやすい話なので、ここを中心に議論していくことに異論を唱えるわけでは

ありません。しかし、どうして民を中心に考えるかと言うと、今後の都市施設や公共施設

の維持更新方針を考えた時に、受益者負担ですとか、事業者でどのぐらいできるかという

ことが重要で、その意味で民が都市を担うという話があるからです。 
 また、今回は、無理矢理規制で人やモノを動かすのではなくて、マーケット原理の中で
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自然に住宅や商業をどれだけ誘導できるかというところに、基本があります。さらに、コ

ンパクトシティ化してもやはり郊外部は残りますので、都市全体でどの程度まで市街化区

域や都市計画区域に人口集中させるべきなのか。どの程度まで、人々は郊外で快適に住み

つづけることができるのか、その目安を財政的に考えられるのか、どうか。 
 そういう全体のマクロの話が、都市圏全体や１つの都市の中でどう考えられるのか。こ

れは、この中でも最重要項目で、どこかで議論してほしいと思います。 
 最後に、市街地整備です。市街地再開発事業や土地区画整理事業は、基本的な仕組みと

して、保留地や保留床を処分して事業を進めるという形になっています。しかし、今、現

実問題で地方都市では、床を減らさなければならない状況です。無理やり床を作っても、

なかなか処分できません。そのため、保留床に関しては、地方公共団体が取得することを

前提に、事業がなりたっていることもあります。 
 しかし、その一方で公共施設白書等がどんどん作られていますが、このままでは公共施

設は公共施設で過剰になってしまう可能性があります。そうなると本当に床を減らしてど

うしたら事業が成り立つのか。 
 さらに、保留地処分を考えなくても、区画の再整備を行うことができないのかどうか。

ここらあたり事業施行の根本を再検討する必要があります。そして、場合によっては公共

取得の部分について何か工夫することができないか、検討していく必要があると思います。

以上です。 
（委員長） ありがとうございます。じゃあ L 委員お願いします。 
（L 委員） 今日の報告を聞きまして私が思ったのは、従来の公物管理法に関して補充的な

仕組みをどういうような形で作っていくのかが今回の委員会で１つ課題になっているとい

う点です。 
 １つは、まず対象範囲について従前から公共施設として扱ってきた対象から生活関連施

設に広げていくことと、その公共施設を運営していくに当たっての合意形成をどのような

形でやるのか、これらの点に焦点を当てて仕組みを構想するとか、ある程度長期的なスパ

ンの中でマネジメントを考えて計画を作らせたりして、時間管理とか、老朽対策とかを盛

り込んだ仕組みとして整備することです。 
 従前の公物管理だと、単に単体としての施設が適正に管理されているのかという見方を

してきたのに対して、エリアマネジメントをやる中での施設整備という新しい視点からす

ると、エリアの中で期待されている役割からして、満たすべき機能を要請する、ちょうど

建築法の世界で単体規定と集団規定という見方をしていたことを公物管理の中でもしてい

く必要があるような気がいたしました。 
 そういうところを拡充、補充していくようなことが大事だということと、あとは法人指

定の話が出てきましたが、指定された法人があとで個別の占用許可を取るのにいろいろ苦

労とかしているという話からすれば、今後は法人指定をしてある程度一定の仕事をそこに

担ってもらうのであれば、最初に基本協定のようなものを結んで、そこのところで織り込
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まれている事項については、協定をもって占用許可に代えるなど、何かワンストップでは

ないですけど、手続上の負担軽減を図る仕組みができないのかなと思いました。 
（委員長） ありがとうございます。じゃ M 委員お願いします。 
（M 委員） 感想だけ一言申し上げたいと存じます。先ほど J 委員から、民について分類

が必要ではないかという意見がございましたが、私もそう思っております。 
 都市につきましても、全体と個々との関係について何人かの委員から指摘がございまし

たけれども、国全体か、広域、都市圏などか、個々の地方公共団体か、さらに狭域の区域

かというように、いかなる区域を基本単位とするかに応じてさまざまな考慮が絡んでくる

と存じます。そういったことを視野に入れながら、国が何をすべきか、H 委員の指摘がご

ざいましたけれども、国としてはもちろん国土交通省をはじめ、地方自治の分野であると

か、医療福祉の分野であるとか、さまざまな取り組みがなされていると存じますので、そ

れらとの密接な関係をも踏まえながら、問題を考えていきたいと思っております。 
（委員長） ありがとうございます。 
（N 委員） リノベーションは、少子高齢化の中で非常に重要な都市機能の中で大きな問

題だと思いますが、多くのオペレーショナルアセット、特に低利用、もしくは微利用、も

しくは必要なのに不足している子育て支援ですとか、社会福祉の施設につきましては、非

常にオペレーショナルな面が強いと思うんですが、イノベーションによって供給不足を直

していくということが大切だと思います。官なのか民なのか、その割合を検討するととも

に、そのオペレーショナルな部分で人手が足りないというところによって供給が不足して

いる部分に対する議論が必要だと思います。さらに外国人をどのように居住及び雇用の場

面において使っていくかというところの議論を深めていただきたいかなというふうな感想

を持ちました。 
（委員長） どうもありがとうございました。最後にちょっと私も１つだけ。皆様方から

いただいたご意見はそのとおりだと思ったんですが、もう１つちょっと考えなきゃいけな

いかなと思ったのは、公共サービスとして最低限保証しないとけないものは何かというこ

とだと思うんですね。 
 場合によって、民に下ろしていくと、すごくまだら模様で民が入ってきて、それ以外の

部分を公が担うと非常に非効率なことになってしまって、最終的に社会全体としてはかえ

ってマイナスになることもないとは言えないので、そういう意味で言うと、どういう状態

というか、どういう最低限のことが保証されているか、あるいは民に切り出す時の切り出

し方、例えばいい例かどうかわかりませんが、ＪＲの分割みたいなものですね。そういう

ようなことを少し考える必要があるかなというふうに思いました。 
 たいへん時間がなくて申し訳なかったんですが、いらっしゃる方には全員ご意見いただ

きまして、もしよろしければ議論はここまでにさせていただきたいと思います。議事次第

ではその他とありますけれども、何かありますでしょうか。 
（清水補佐） ありがとうございました。次回の日程についてお知らせいたします。次回
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の委員会の日程ですが、９月１日月曜日１５時からを予定してございます。後日事務局か

ら開催案内を送らせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
 なお、本日の資料についてですが、机の上にそのまま置いていただければ後日こちらか

ら郵送をさせていただきます。以上でございます。 
（委員長） どうもありがとうございました。それでは以上で、第１回新たな時代の都市

マネジメント小委員会を閉会いたします。今日は長時間にわたりご審議いただき、ありが

とうございました。 
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